
議案第１０号  

 

 瑞穂町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び

運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のた

めの効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正

する条例  

 

 上記の議案を提出する。  

 

  平成２８年３月２日  

 

          提出者   瑞穂町長    石  塚  幸右衛門  

 

 

（提案理由）  

 介護保険法（平成９年法律第１２３号）の改正に伴い、条例を改

正する必要があるので、本案を提出する。  

 

 

   瑞穂町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備

及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護

予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例

の一部を改正する条例  

 

 瑞穂町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び

運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のため

の効果的な支援の方法に関する基準を定める条例（平成２５年条例

第８号）の一部を次のように改正する。  

 

 第５条第４項及び第７項中「第６１条第１項」を「第８３条第１  

 

 

 



項」に改める。  

 第７条第５項中「第６３条第１項」を「第８５条第１項」に改め

る。  

 第８条第１項中「第１１０条第１項」を「第１３２条第１項」に、

「第１２９条第１項」を「第１５１条第１項」に、「第１５０条第

１項」を「第１７２条第１項」に、「第６４条第１項」を「第８６

条第１項」に、「第１１０条、第１３０条若しくは第１５１条」を

「第１３２条、第１５２条若しくは第１７３条」に改め、同条第２

項中「第６４条第１項」を「第８６条第１項」に改める。  

 第９条第１項中「第８条第１９項」を「第８条第２０項」に改め、

同条第２項中「第８条第２４項」を「第８条第２５項」に改める。  

 第３９条第２項を第４項に、第１項を第３項とし、同項の前に次

の２項を加える。  

 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、指定介護予防認

知症対応型通所介護の提供に当たっては、利用者、利用者の家族、

地域住民の代表者、指定介護予防認知症対応型通所介護事業所が

所在する市町村の職員又は当該指定介護予防認知症対応型通所介

護事業所が所在する区域を管轄する法第１１５条の４６第１項に

規定する地域包括支援センターの職員、介護予防認知症対応型通

所介護について知見を有する者等により構成される協議会（以下

この項において「運営推進会議」という。）を設置し、おおむね

６月に１回以上、運営推進会議に対し活動状況を報告し、運営推

進会議による評価を受けるとともに、運営推進会議から必要な要

望、助言等を聴く機会を設けなければならない。  

２  指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、前項の報告、評

価、要望、助言等についての記録を作成するとともに、当該記録

を公表しなければならない。  

 第３９条に次の１項を加える。  

５  指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、指定介護予防認

知症対応型通所介護事業所の所在する建物と同一の建物に居住す

る利用者に対して指定介護予防認知症対応型通所介護を提供する

場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても指定介

護予防認知症対応型通所介護の提供を行うよう努めなければなら



ない。  

第４０条第２項に次の１号を加える。  

（６）前条第２項に規定する報告、評価、要望、助言等の記録  

第４４条第１項中「第８２条第１項」を「第１０４条第１項」に、

「第８１条」を「第１０３条」に改め、同条第７項及び第８項中「第

１９１条第１項」を「第２１３条第１項」に改め、同条第１３項中

「第８２条第１項」を「第１０４条第１項」に改める。  

 第４５条第２項中「第１９２条第１項」を「第２１４条第１項」

に改め、同条第３項中「指定地域密着型サービス基準第１７３条」

を「指定地域密着型サービス基準条例第２１５条」に改める。  

 第４７条第１項中「第８２条第１項」を「第１０４条第１項」に

改める。  

 第４８条第５項中「第８６条第１項」を「第１０８条第１項」に

改める。  

 第６２条を次のように改める。  

第６２条  削除  

第６４条第２項第８号中「第６２条第２項」を「次条において準

用する第３９条第２項」に改める。  

 第６５条中「及び第３８条」を「から第３９条まで」に、「読み

替える」を「、第３９条第１項中「介護予防認知症対応型通所介護

について知見を有する者」とあるのは「介護予防小規模多機能型居

宅介護について知見を有する者」と、「６月」とあるのは「２月」

と、「活動状況」とあるのは「通いサービス及び宿泊サービスの提

供回数等の活動状況」と読み替える」に改める。  

 第７１条第１項中「第１１０条第１項」を「第１３２条第１項」

に、「第１０９条」を「第１３１条」に改め、同条第４項中「第８

２条」を「第１０４条」に改め、同条第１０項中「第１１０条第１

項」を「第１３２条第１項」に改める。  

 第７４条第７項中「第１１３条第１項」を「第１３５条第１項」

に改める。  

 第８５条第２項第７号中「第６２条第２項」を「第３９条第２項」

に改める。  

第８６条中「第３８条」の次に「、第３９条」を加え、「第５９



条、第６１条及び第６２条」を「第５９条及び第６１条」に改め、

「第３２条中「介護予防認知症対応型通所介護従業者」とあるのは

「介護従事者」と、」の次に「第３９条第１項中「介護予防認知症

対応型通所介護について知見を有する者」とあるのは「介護予防認

知症対応型共同生活介護について知見を有する者」と、「６月」と

あるのは「２月」と、」を加え、「と、第６２条第１項中「介護予

防小規模多機能型居宅介護について知見を有する者」とあるのは「介

護予防認知症対応型共同生活介護について知見を有する者」と、「通

いサービス及び宿泊サービスの提供回数等の活動状況」とあるのは

「活動状況」」を削る。  

 

   附  則  

 この条例は、平成２８年４月１日から施行する。  
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瑞穂町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型 

介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例 

新旧対照表 

新 旧 

目次 略 目次 略 

  

   第1章 略    第1章 略 

   第2章 略    第2章 略 

    第1節 略     第1節 略 

    第2節 略     第2節 略 

     第1款 略      第1款 略 

 (従業者の員数)  (従業者の員数) 

第5条 略 第5条 略 

2及び3 略 2及び3 略 

4 前各項の単独型・併設型指定介護予防認知

症対応型通所介護の単位は、単独型・併設

型指定介護予防認知症対応型通所介護であ

って、その提供が同時に1又は複数の利用者

(当該単独型・併設型指定介護予防認知症対

応型通所介護事業者が単独型・併設型指定

認知症対応型通所介護事業者(瑞穂町指定

地域密着型サービスの事業の人員、設備及

び運営に関する基準を定める条例(平成25

年条例第7号。以下「指定地域密着型サービ

ス基準条例」という。)第83条第1項に規定

する単独型・併設型指定認知症対応型通所

介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併

せて受け、かつ、単独型・併設型指定介護

予防認知症対応型通所介護の事業と単独

型・併設型指定認知症対応型通所介護(同項

第1号に規定する単独型・併設型指定認知症

対応型通所介護をいう。以下同じ。)の事業

とが同一の事業所において一体的に運営さ

れている場合にあっては、当該事業所にお

ける単独型・併設型指定介護予防認知症対

4 前各項の単独型・併設型指定介護予防認知

症対応型通所介護の単位は、単独型・併設

型指定介護予防認知症対応型通所介護であ

って、その提供が同時に1又は複数の利用者

(当該単独型・併設型指定介護予防認知症対

応型通所介護事業者が単独型・併設型指定

認知症対応型通所介護事業者(瑞穂町指定

地域密着型サービスの事業の人員、設備及

び運営に関する基準を定める条例(平成25

年条例第7号。以下「指定地域密着型サービ

ス基準条例」という。)第61条第1項に規定

する単独型・併設型指定認知症対応型通所

介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併

せて受け、かつ、単独型・併設型指定介護

予防認知症対応型通所介護の事業と単独

型・併設型指定認知症対応型通所介護(同項

第1号に規定する単独型・併設型指定認知症

対応型通所介護をいう。以下同じ。)の事業

とが同一の事業所において一体的に運営さ

れている場合にあっては、当該事業所にお

ける単独型・併設型指定介護予防認知症対
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応型通所介護又は単独型・併設型指定認知

症対応型通所介護の利用者。以下この条に

おいて同じ。)に対して一体的に行われるも

のをいい、その利用定員(当該単独型・併設

型指定介護予防認知症対応型通所介護事業

所において同時に単独型・併設型指定介護

予防認知症対応型通所介護の提供を受ける

ことができる利用者の数の上限をいう。第7

条第2項第1号アにおいて同じ。)を12人以下

とする。 

応型通所介護又は単独型・併設型指定認知

症対応型通所介護の利用者。以下この条に

おいて同じ。)に対して一体的に行われるも

のをいい、その利用定員(当該単独型・併設

型指定介護予防認知症対応型通所介護事業

所において同時に単独型・併設型指定介護

予防認知症対応型通所介護の提供を受ける

ことができる利用者の数の上限をいう。第7

条第2項第1号アにおいて同じ。)を12人以下

とする。 

5及び6 略 5及び6 略 

7 単独型・併設型指定介護予防認知症対応型

通所介護事業者が単独型・併設型指定認知

症対応型通所介護事業者の指定を併せて受

け、かつ、単独型・併設型指定介護予防認

知症対応型通所介護の事業と単独型・併設

型指定認知症対応型通所介護の事業とが同

一の事業所において一体的に運営されてい

る場合については、指定地域密着型サービ

ス基準条例第83条第1項から第6項までに規

定する人員に関する基準を満たすことをも

って、前各項に規定する基準を満たしてい

るものとみなすことができる。 

7 単独型・併設型指定介護予防認知症対応型

通所介護事業者が単独型・併設型指定認知

症対応型通所介護事業者の指定を併せて受

け、かつ、単独型・併設型指定介護予防認

知症対応型通所介護の事業と単独型・併設

型指定認知症対応型通所介護の事業とが同

一の事業所において一体的に運営されてい

る場合については、指定地域密着型サービ

ス基準条例第61条第1項から第6項までに規

定する人員に関する基準を満たすことをも

って、前各項に規定する基準を満たしてい

るものとみなすことができる。 

第6条 略 第6条 略 

(設備及び備品等) (設備及び備品等) 

第7条 略 第7条 略 

2から4 略 2から4 略 

5 単独型・併設型指定介護予防認知症対応型

通所介護事業者が単独型・併設型指定認知

症対応型通所介護事業者の指定を併せて受

け、かつ、単独型・併設型指定介護予防認

知症対応型通所介護の事業と単独型・併設

型指定認知症対応型通所介護の事業とが同

一の事業所において一体的に運営されてい

る場合については、指定地域密着型サービ

ス基準条例第85条第1項から第3項までに規

定する設備に関する基準を満たすことをも

5 単独型・併設型指定介護予防認知症対応型

通所介護事業者が単独型・併設型指定認知

症対応型通所介護事業者の指定を併せて受

け、かつ、単独型・併設型指定介護予防認

知症対応型通所介護の事業と単独型・併設

型指定認知症対応型通所介護の事業とが同

一の事業所において一体的に運営されてい

る場合については、指定地域密着型サービ

ス基準条例第63条第1項から第3項までに規

定する設備に関する基準を満たすことをも
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って、第1項から第3項までに規定する基準

を満たしているものとみなすことができ

る。 

って、第1項から第3項までに規定する基準

を満たしているものとみなすことができ

る。 

     第2款 略      第2款 略 

(従業者の員数) (従業者の員数) 

第8条 指定認知症対応型共同生活介護事業

所(指定地域密着型サービス基準条例第132

条第1項に規定する指定認知症対応型共同

生活介護事業所をいう。以下同じ。)若しく

は指定介護予防認知症対応型共同生活介護

事業所(第71条第1項に規定する指定介護予

防認知症対応型共同生活介護事業所をい

う。次条において同じ。)の居間若しくは食

堂又は指定地域密着型特定施設(指定地域

密着型サービス基準条例第151条第1項に規

定する指定地域密着型特定施設をいう。次

条及び第44条第6項において同じ。)若しく

は指定地域密着型介護老人福祉施設(指定

地域密着型サービス基準条例第172条第1項

に規定する指定地域密着型介護老人福祉施

設をいう。次条及び第44条第6項において同

じ。)の食堂若しくは共同生活室において、

これらの事業所又は施設の利用者、入居者

又は入所者とともに行う指定介護予防認知

症対応型通所介護(以下「共用型指定介護予

防認知症対応型通所介護」という。)の事業

を行う者(以下「共用型指定介護予防認知症

対応型通所介護事業者」という。)が当該事

業を行う事業所(以下「共用型指定介護予防

認知症対応型通所介護事業所」という。)

に置くべき従業者の員数は、当該利用者、

当該入居者又は当該入所者の数と当該共用

型指定介護予防認知症対応型通所介護の利

用者(当該共用型指定介護予防認知症対応

型通所介護事業者が共用型指定認知症対応

型通所介護事業者(指定地域密着型サービ

ス基準条例第86条第1項に規定する共用型

第8条 指定認知症対応型共同生活介護事業

所(指定地域密着型サービス基準条例第110

条第1項に規定する指定認知症対応型共同

生活介護事業所をいう。以下同じ。)若しく

は指定介護予防認知症対応型共同生活介護

事業所(第71条第1項に規定する指定介護予

防認知症対応型共同生活介護事業所をい

う。次条において同じ。)の居間若しくは食

堂又は指定地域密着型特定施設(指定地域

密着型サービス基準条例第129条第1項に規

定する指定地域密着型特定施設をいう。次

条及び第44条第6項において同じ。)若しく

は指定地域密着型介護老人福祉施設(指定

地域密着型サービス基準条例第150条第1項

に規定する指定地域密着型介護老人福祉施

設をいう。次条及び第44条第6項において同

じ。)の食堂若しくは共同生活室において、

これらの事業所又は施設の利用者、入居者

又は入所者とともに行う指定介護予防認知

症対応型通所介護(以下「共用型指定介護予

防認知症対応型通所介護」という。)の事業

を行う者(以下「共用型指定介護予防認知症

対応型通所介護事業者」という。)が当該事

業を行う事業所(以下「共用型指定介護予防

認知症対応型通所介護事業所」という。)

に置くべき従業者の員数は、当該利用者、

当該入居者又は当該入所者の数と当該共用

型指定介護予防認知症対応型通所介護の利

用者(当該共用型指定介護予防認知症対応

型通所介護事業者が共用型指定認知症対応

型通所介護事業者(指定地域密着型サービ

ス基準条例第64条第1項に規定する共用型
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指定認知症対応型通所介護事業者をいう。

以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、共

用型指定介護予防認知症対応型通所介護の

事業と共用型指定認知症対応型通所介護

(同項に規定する共用型指定認知症対応型

通所介護をいう。以下同じ。)の事業とが同

一の事業所において一体的に運営されてい

る場合にあっては、当該事業所における共

用型指定介護予防認知症対応型通所介護又

は共用型指定認知症対応型通所介護の利用

者。次条において同じ。)の数を合計した数

について、第71条又は指定地域密着型サー

ビス基準条例第132条、第152条若しくは第1

73条の規定を満たすために必要な数以上と

する。 

指定認知症対応型通所介護事業者をいう。

以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、共

用型指定介護予防認知症対応型通所介護の

事業と共用型指定認知症対応型通所介護

(同項に規定する共用型指定認知症対応型

通所介護をいう。以下同じ。)の事業とが同

一の事業所において一体的に運営されてい

る場合にあっては、当該事業所における共

用型指定介護予防認知症対応型通所介護又

は共用型指定認知症対応型通所介護の利用

者。次条において同じ。)の数を合計した数

について、第71条又は指定地域密着型サー

ビス基準条例第110条、第130条若しくは第1

51条の規定を満たすために必要な数以上と

する。 

2 共用型指定介護予防認知症対応型通所介

護事業者が共用型指定認知症対応型通所介

護事業者の指定を併せて受け、かつ、共用

型指定介護予防認知症対応型通所介護の事

業と共用型指定認知症対応型通所介護の事

業とが同一の事業所において一体的に運営

されている場合については、指定地域密着

型サービス基準条例第86条第1項に規定す

る人員に関する基準を満たすことをもっ

て、前項に規定する基準を満たしているも

のとみなすことができる。 

2 共用型指定介護予防認知症対応型通所介

護事業者が共用型指定認知症対応型通所介

護事業者の指定を併せて受け、かつ、共用

型指定介護予防認知症対応型通所介護の事

業と共用型指定認知症対応型通所介護の事

業とが同一の事業所において一体的に運営

されている場合については、指定地域密着

型サービス基準条例第64条第1項に規定す

る人員に関する基準を満たすことをもっ

て、前項に規定する基準を満たしているも

のとみなすことができる。 

 (利用定員等)  (利用定員等) 

第9条 共用型指定介護予防認知症対応型通

所介護事業所の利用定員(当該共用型指定

介護予防認知症対応型通所介護事業所にお

いて同時に共用型指定介護予防認知症対応

型通所介護の提供を受けることができる利

用者の数の上限をいう。)は、指定認知症対

応型共同生活介護事業所又は指定介護予防

認知症対応型共同生活介護事業所において

は共同生活住居(法第8条第20項又は法第8

条の2第15項に規定する共同生活を営むべ

第9条 共用型指定介護予防認知症対応型通

所介護事業所の利用定員(当該共用型指定

介護予防認知症対応型通所介護事業所にお

いて同時に共用型指定介護予防認知症対応

型通所介護の提供を受けることができる利

用者の数の上限をいう。)は、指定認知症対

応型共同生活介護事業所又は指定介護予防

認知症対応型共同生活介護事業所において

は共同生活住居(法第8条第19項又は法第8

条の2第15項に規定する共同生活を営むべ



- 5 - 

き住居をいう。)ごとに、指定地域密着型特

定施設又は指定地域密着型介護老人福祉施

設においては施設ごとに1日当たり3人以下

とする。 

き住居をいう。)ごとに、指定地域密着型特

定施設又は指定地域密着型介護老人福祉施

設においては施設ごとに1日当たり3人以下

とする。 

2 共用型指定介護予防認知症対応型通所介

護事業者は、指定居宅サービス(法第41条第

1項に規定する指定居宅サービスをいう。)、

指定地域密着型サービス(法第42条の2第1

項に規定する指定地域密着型サービスをい

う。)、指定居宅介護支援(法第46条第1項に

規定する指定居宅介護支援をいう。)、指定

介護予防サービス(法第53条第1項に規定す

る指定介護予防サービスをいう。)、指定地

域密着型介護予防サービス若しくは指定介

護予防支援(法第58条第1項に規定する指定

介護予防支援をいう。)の事業又は介護保険

施設(法第8条第25項に規定する介護保険施

設をいう。)若しくは指定介護療養型医療施

設(健康保険法等の一部を改正する法律(平

成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の

規定によりなおその効力を有するものとさ

れた同法第26条の規定による改正前の法第

48条第1項第3号に規定する指定介護療養型

医療施設をいう。第44条第6項において同

じ。)の運営(第44条第7項において「指定居

宅サービス事業等」という。)について、3

年以上の経験を有する者でなければならな

い。 

2 共用型指定介護予防認知症対応型通所介

護事業者は、指定居宅サービス(法第41条第

1項に規定する指定居宅サービスをいう。)、

指定地域密着型サービス(法第42条の2第1

項に規定する指定地域密着型サービスをい

う。)、指定居宅介護支援(法第46条第1項に

規定する指定居宅介護支援をいう。)、指定

介護予防サービス(法第53条第1項に規定す

る指定介護予防サービスをいう。)、指定地

域密着型介護予防サービス若しくは指定介

護予防支援(法第58条第1項に規定する指定

介護予防支援をいう。)の事業又は介護保険

施設(法第8条第24項に規定する介護保険施

設をいう。)若しくは指定介護療養型医療施

設(健康保険法等の一部を改正する法律(平

成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の

規定によりなおその効力を有するものとさ

れた同法第26条の規定による改正前の法第

48条第1項第3号に規定する指定介護療養型

医療施設をいう。第44条第6項において同

じ。)の運営(第44条第7項において「指定居

宅サービス事業等」という。)について、3

年以上の経験を有する者でなければならな

い。 

第10条 略 第10条 略 

    第3節 略     第3節 略 

第11条から第38条 略 第11条から第38条 略 

 (地域との連携等)  (地域との連携等) 

第39条 指定介護予防認知症対応型通所介護

事業者は、指定介護予防認知症対応型通所

介護の提供に当たっては、利用者、利用者

の家族、地域住民の代表者、指定介護予防

認知症対応型通所介護事業所が所在する市

第39条 
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町村の職員又は当該指定介護予防認知症対

応型通所介護事業所が所在する区域を管轄

する法第115条の46第1項に規定する地域包

括支援センターの職員、介護予防認知症対

応型通所介護について知見を有する者等に

より構成される協議会(以下この項におい

て「運営推進会議」という。)を設置し、お

おむね6月に1回以上、運営推進会議に対し

活動状況を報告し、運営推進会議による評

価を受けるとともに、運営推進会議から必

要な要望、助言等を聴く機会を設けなけれ

ばならない。 

2 指定介護予防認知症対応型通所介護事業

者は、前項の報告、評価、要望、助言等に

ついての記録を作成するとともに、当該記

録を公表しなければならない。 

 

3 略   略 

4 略 2 略 

5 指定介護予防認知症対応型通所介護事業

者は、指定介護予防認知症対応型通所介護

事業所の所在する建物と同一の建物に居住

する利用者に対して指定介護予防認知症対

応型通所介護を提供する場合には、当該建

物に居住する利用者以外の者に対しても指

定介護予防認知症対応型通所介護の提供を

行うよう努めなければならない。 

 

(記録の整備) (記録の整備) 

第40条 略 第40条 略 

2 略 2 略 

(1)から(5) 略 (1)から(5) 略 

(6)前条第2項に規定する報告、評価、要望、

助言等の記録 

 

    第4節 略     第4節 略 

   第3章 略    第3章 略 

    第1節 略     第1節 略 

    第2節 略     第2節 略 
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(従業者の員数等) (従業者の員数等) 

第44条 指定介護予防小規模多機能型居宅介

護の事業を行う者(以下「指定介護予防小規

模多機能型居宅介護事業者」という。)が当

該事業を行う事業所(以下「指定介護予防小

規模多機能型居宅介護事業所」という。)

ごとに置くべき指定介護予防小規模多機能

型居宅介護の提供に当たる従業者(以下「介

護予防小規模多機能型居宅介護従業者」と

いう。)の員数は、夜間及び深夜の時間帯以

外の時間帯に指定介護予防小規模多機能型

居宅介護の提供に当たる介護予防小規模多

機能型居宅介護従業者については、常勤換

算方法で、通いサービス(登録者(指定介護

予防小規模多機能型居宅介護を利用するた

めに指定介護予防小規模多機能型居宅介護

事業所に登録を受けた者をいう。以下この

章において同じ。)を指定介護予防小規模多

機能型居宅介護事業所に通わせて行う介護

予防小規模多機能型居宅介護をいう。以下

この章において同じ。)の提供に当たる者を

その利用者(当該指定介護予防小規模多機

能型居宅介護事業者が指定小規模多機能型

居宅介護事業者(指定地域密着型サービス

基準条例第104条第1項に規定する指定小規

模多機能型居宅介護事業者をいう。以下こ

の章において同じ。)の指定を併せて受け、

かつ、指定介護予防小規模多機能型居宅介

護の事業と指定小規模多機能型居宅介護

(指定地域密着型サービス基準条例第103条

に規定する指定小規模多機能型居宅介護を

いう。以下この章において同じ。)の事業と

が同一の事業所において一体的に運営され

ている場合にあっては、当該事業所におけ

る指定介護予防小規模多機能型居宅介護又

は指定小規模多機能型居宅介護の利用者。

以下この節及び次節において同じ。)の数が

第44条 指定介護予防小規模多機能型居宅介

護の事業を行う者(以下「指定介護予防小規

模多機能型居宅介護事業者」という。)が当

該事業を行う事業所(以下「指定介護予防小

規模多機能型居宅介護事業所」という。)

ごとに置くべき指定介護予防小規模多機能

型居宅介護の提供に当たる従業者(以下「介

護予防小規模多機能型居宅介護従業者」と

いう。)の員数は、夜間及び深夜の時間帯以

外の時間帯に指定介護予防小規模多機能型

居宅介護の提供に当たる介護予防小規模多

機能型居宅介護従業者については、常勤換

算方法で、通いサービス(登録者(指定介護

予防小規模多機能型居宅介護を利用するた

めに指定介護予防小規模多機能型居宅介護

事業所に登録を受けた者をいう。以下この

章において同じ。)を指定介護予防小規模多

機能型居宅介護事業所に通わせて行う介護

予防小規模多機能型居宅介護をいう。以下

この章において同じ。)の提供に当たる者を

その利用者(当該指定介護予防小規模多機

能型居宅介護事業者が指定小規模多機能型

居宅介護事業者(指定地域密着型サービス

基準条例第82条第1項に規定する指定小規

模多機能型居宅介護事業者をいう。以下こ

の章において同じ。)の指定を併せて受け、

かつ、指定介護予防小規模多機能型居宅介

護の事業と指定小規模多機能型居宅介護

(指定地域密着型サービス基準条例第81条

に規定する指定小規模多機能型居宅介護を

いう。以下この章において同じ。)の事業と

が同一の事業所において一体的に運営され

ている場合にあっては、当該事業所におけ

る指定介護予防小規模多機能型居宅介護又

は指定小規模多機能型居宅介護の利用者。

以下この節及び次節において同じ。)の数が
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3又はその端数を増すごとに1以上及び訪問

サービス(介護予防小規模多機能型居宅介

護従業者が登録者の居宅を訪問し、当該居

宅において行う介護予防小規模多機能型居

宅介護(第7項に規定する本体事業所である

指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業

所にあっては当該本体事業所に係る同項に

規定するサテライト型指定介護予防小規模

多機能型居宅介護事業所の登録者の居宅に

おいて行う指定介護予防小規模多機能型居

宅介護を、同項に規定するサテライト型指

定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所

にあっては当該サテライト型指定介護予防

小規模多機能型居宅介護事業所に係る同項

に規定する本体事業所及び当該本体事業所

に係る他の同項に規定するサテライト型指

定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所

の登録者の居宅において行う指定介護予防

小規模多機能型居宅介護を含む。)をいう。

以下この章において同じ。)の提供に当たる

者を1以上とし、夜間及び深夜の時間帯を通

じて指定介護予防小規模多機能型居宅介護

の提供に当たる介護予防小規模多機能型居

宅介護従業者については、夜間及び深夜の

勤務(夜間及び深夜の時間帯に行われる勤

務(宿直勤務を除く。)をいう。第5項におい

て同じ。)に当たる者を1以上及び宿直勤務

に当たる者を当該宿直勤務に必要な数以上

とする。 

3又はその端数を増すごとに1以上及び訪問

サービス(介護予防小規模多機能型居宅介

護従業者が登録者の居宅を訪問し、当該居

宅において行う介護予防小規模多機能型居

宅介護(第7項に規定する本体事業所である

指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業

所にあっては当該本体事業所に係る同項に

規定するサテライト型指定介護予防小規模

多機能型居宅介護事業所の登録者の居宅に

おいて行う指定介護予防小規模多機能型居

宅介護を、同項に規定するサテライト型指

定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所

にあっては当該サテライト型指定介護予防

小規模多機能型居宅介護事業所に係る同項

に規定する本体事業所及び当該本体事業所

に係る他の同項に規定するサテライト型指

定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所

の登録者の居宅において行う指定介護予防

小規模多機能型居宅介護を含む。)をいう。

以下この章において同じ。)の提供に当たる

者を1以上とし、夜間及び深夜の時間帯を通

じて指定介護予防小規模多機能型居宅介護

の提供に当たる介護予防小規模多機能型居

宅介護従業者については、夜間及び深夜の

勤務(夜間及び深夜の時間帯に行われる勤

務(宿直勤務を除く。)をいう。第5項におい

て同じ。)に当たる者を1以上及び宿直勤務

に当たる者を当該宿直勤務に必要な数以上

とする。 

2から6 略 2から6 略 

7 第1項の規定にかかわらず、サテライト型

指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業

所(指定介護予防小規模多機能型居宅介護

事業所であって、指定居宅サービス事業等

その他の保健医療又は福祉に関する事業に

ついて3年以上の経験を有する指定介護予

防小規模多機能型居宅介護事業者又は指定

7 第1項の規定にかかわらず、サテライト型

指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業

所(指定介護予防小規模多機能型居宅介護

事業所であって、指定居宅サービス事業等

その他の保健医療又は福祉に関する事業に

ついて3年以上の経験を有する指定介護予

防小規模多機能型居宅介護事業者又は指定
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看護小規模多機能型居宅介護事業者(指定

地域密着型サービス基準条例第213条第1項

に規定する指定看護小規模多機能型居宅介

護事業者をいう。)により設置される当該指

定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所

以外の指定介護予防小規模多機能型居宅介

護事業所又は指定看護小規模多機能型居宅

介護事業所(同項に規定する指定看護小規

模多機能型居宅介護事業所をいう。)であっ

て、当該指定介護予防小規模多機能型居宅

介護事業所に対して指定介護予防小規模多

機能型居宅介護の提供に係る支援を行うも

の(以下「本体事業所」という。)との密接

な連携の下に運営されるものをいう。以下

同じ。)に置くべき訪問サービスの提供に当

たる介護予防小規模多機能型居宅介護従業

者については、本体事業所の職員により当

該サテライト型指定介護予防小規模多機能

型居宅介護事業所の登録者の処遇が適切に

行われると認められるときは、1人以上とす

ることができる。 

看護小規模多機能型居宅介護事業者(指定

地域密着型サービス基準条例第191条第1項

に規定する指定看護小規模多機能型居宅介

護事業者をいう。)により設置される当該指

定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所

以外の指定介護予防小規模多機能型居宅介

護事業所又は指定看護小規模多機能型居宅

介護事業所(同項に規定する指定看護小規

模多機能型居宅介護事業所をいう。)であっ

て、当該指定介護予防小規模多機能型居宅

介護事業所に対して指定介護予防小規模多

機能型居宅介護の提供に係る支援を行うも

の(以下「本体事業所」という。)との密接

な連携の下に運営されるものをいう。以下

同じ。)に置くべき訪問サービスの提供に当

たる介護予防小規模多機能型居宅介護従業

者については、本体事業所の職員により当

該サテライト型指定介護予防小規模多機能

型居宅介護事業所の登録者の処遇が適切に

行われると認められるときは、1人以上とす

ることができる。 

8 第1項の規定にかかわらず、サテライト型

指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業

所については、夜間及び深夜の時間帯を通

じて本体事業所において宿直勤務を行う介

護予防小規模多機能型居宅介護従業者又は

看護小規模多機能型居宅介護従業者(指定

地域密着型サービス基準条例第213条第1項

に規定する看護小規模多機能型居宅介護従

業者をいう。)により当該サテライト型指定

介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の

登録者の処遇が適切に行われると認められ

るときは、夜間及び深夜の時間帯を通じて

宿直勤務を行う介護予防小規模多機能型居

宅介護従業者を置かないことができる。 

8 第1項の規定にかかわらず、サテライト型

指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業

所については、夜間及び深夜の時間帯を通

じて本体事業所において宿直勤務を行う介

護予防小規模多機能型居宅介護従業者又は

看護小規模多機能型居宅介護従業者(指定

地域密着型サービス基準条例第191条第1項

に規定する看護小規模多機能型居宅介護従

業者をいう。)により当該サテライト型指定

介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の

登録者の処遇が適切に行われると認められ

るときは、夜間及び深夜の時間帯を通じて

宿直勤務を行う介護予防小規模多機能型居

宅介護従業者を置かないことができる。 

9から12 略 9から12 略 

13 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事 13 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事
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業者が指定小規模多機能型居宅介護事業者

の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防

小規模多機能型居宅介護の事業と指定小規

模多機能型居宅介護の事業とが同一の事業

所において一体的に運営されている場合に

ついては、指定地域密着型サービス基準条

例第104条第1項から第12項までに規定する

人員に関する基準を満たすことをもって、

前各項に規定する基準を満たしているもの

とみなすことができる。 

業者が指定小規模多機能型居宅介護事業者

の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防

小規模多機能型居宅介護の事業と指定小規

模多機能型居宅介護の事業とが同一の事業

所において一体的に運営されている場合に

ついては、指定地域密着型サービス基準条

例第82条第1項から第12項までに規定する

人員に関する基準を満たすことをもって、

前各項に規定する基準を満たしているもの

とみなすことができる。 

(管理者) (管理者) 

第45条 略 第45条 略 

2 前項本文及び指定地域密着型サービス基

準条例第214条第1項の規定にかかわらず、

指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業

所の管理上支障がないときは、サテライト

型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事

業所の管理者は、本体事業所の管理者をも

って充てることができるものとする。 

2 前項本文及び指定地域密着型サービス基

準条例第192条第1項の規定にかかわらず、

指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業

所の管理上支障がないときは、サテライト

型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事

業所の管理者は、本体事業所の管理者をも

って充てることができるものとする。 

3 前2項の管理者は、特別養護老人ホーム、

老人デイサービスセンター(老人福祉法第2

0条の2の2に規定する老人デイサービスセ

ンターをいう。以下同じ。)、介護老人保健

施設、指定認知症対応型共同生活介護事業

所、指定複合型サービス事業所(指定地域密

着型サービス基準条例第215条に規定する

指定複合型サービス事業所をいう。次条に

おいて同じ。)、指定介護予防小規模多機能

型居宅介護事業所等の従業者又は訪問介護

員等(介護福祉士又は法第8条第2項に規定

する政令で定める者をいう。次条、第72条

第2項及び第73条において同じ。)として3

年以上認知症である者の介護に従事した経

験を有する者であって、厚生労働大臣が別

に定める研修を修了しているものでなけれ

ばならない。 

3 前2項の管理者は、特別養護老人ホーム、

老人デイサービスセンター(老人福祉法第2

0条の2の2に規定する老人デイサービスセ

ンターをいう。以下同じ。)、介護老人保健

施設、指定認知症対応型共同生活介護事業

所、指定複合型サービス事業所(指定地域密

着型サービス基準第173条に規定する指定

複合型サービス事業所をいう。次条におい

て同じ。)、指定介護予防小規模多機能型居

宅介護事業所等の従業者又は訪問介護員等

(介護福祉士又は法第8条第2項に規定する

政令で定める者をいう。次条、第72条第2

項及び第73条において同じ。)として3年以

上認知症である者の介護に従事した経験を

有する者であって、厚生労働大臣が別に定

める研修を修了しているものでなければな

らない。 

第46条 略 第46条 略 
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    第3節 略     第3節 略 

(登録定員及び利用定員) (登録定員及び利用定員) 

第47条 指定介護予防小規模多機能型居宅介

護事業所は、その登録定員(登録者の数(当

該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事

業者が指定小規模多機能型居宅介護事業者

の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防

小規模多機能型居宅介護の事業と指定小規

模多機能型居宅介護の事業とが同一の事業

所において一体的に運営されている場合に

あっては、登録者の数及び指定地域密着型

サービス基準条例第104条第1項に規定する

登録者の数の合計数)の上限をいう。以下こ

の章において同じ。)を29人(サテライト型

指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業

所にあっては、18人)以下とする。 

第47条 指定介護予防小規模多機能型居宅介

護事業所は、その登録定員(登録者の数(当

該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事

業者が指定小規模多機能型居宅介護事業者

の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防

小規模多機能型居宅介護の事業と指定小規

模多機能型居宅介護の事業とが同一の事業

所において一体的に運営されている場合に

あっては、登録者の数及び指定地域密着型

サービス基準条例第82条第1項に規定する

登録者の数の合計数)の上限をいう。以下こ

の章において同じ。)を29人(サテライト型

指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業

所にあっては、18人)以下とする。 

2 略 2 略 

(設備及び備品等) (設備及び備品等) 

第48条 略 第48条 略 

2から4 略 2から4 略 

5 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事

業者が指定小規模多機能型居宅介護事業者

の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防

小規模多機能型居宅介護の事業と指定小規

模多機能型居宅介護の事業とが同一の事業

所において一体的に運営されている場合に

ついては、指定地域密着型サービス基準条

例第108条第1項から第4項までに規定する

設備に関する基準を満たすことをもって、

前各項に規定する基準を満たしているもの

とみなすことができる。 

5 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事

業者が指定小規模多機能型居宅介護事業者

の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防

小規模多機能型居宅介護の事業と指定小規

模多機能型居宅介護の事業とが同一の事業

所において一体的に運営されている場合に

ついては、指定地域密着型サービス基準条

例第86条第1項から第4項までに規定する設

備に関する基準を満たすことをもって、前

各項に規定する基準を満たしているものと

みなすことができる。 

    第4節     第4節 

第49条から第61条 略 第49条から第61条 略 

 (地域との連携等) 

第62条 削除 第62条 指定介護予防小規模多機能型居宅介

護事業者は、指定介護予防小規模多機能型
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居宅介護の提供に当たっては、利用者、利

用者の家族、地域住民の代表者、町職員又

は当該指定介護予防小規模多機能型居宅介

護事業所が所在する区域を管轄する法第11

5条の46第1項に規定する地域包括支援セン

ターの職員、介護予防小規模多機能型居宅

介護について知見を有する者等により構成

される協議会(以下この項において「運営推

進会議」という。)を設置し、おおむね2月

に1回以上、運営推進会議に対し通いサービ

ス及び宿泊サービスの提供回数等の活動状

況を報告し、運営推進会議による評価を受

けるとともに、運営推進会議から必要な要

望、助言等を聴く機会を設けなければなら

ない。 

 2 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事

業者は、前項の報告、評価、要望、助言等

についての記録を作成するとともに、当該

記録を公表しなければならない。 

 3 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事

業者は、その事業の運営に当たっては、地域

住民又はその自発的な活動等との連携及び協

力を行う等の地域との交流を図らなければな

らない。 

 4 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事

業者は、その事業の運営に当たっては、提

供した指定介護予防小規模多機能型居宅介

護に関する利用者からの苦情に関して、町

等が派遣する者が相談及び援助を行う事業

その他の町が実施する事業に協力するよう

努めなければならない。 

 5 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事

業者は、指定介護予防小規模多機能型居宅

介護事業所の所在する建物と同一の建物に

居住する利用者に対して指定介護予防小規

模多機能型居宅介護を提供するときは、当

該建物に居住する利用者以外の者に対して
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も指定介護予防小規模多機能型居宅介護の

提供を行うよう努めなければならない。 

第63条 略 第63条 略 

(記録の整備) (記録の整備) 

第64条 略 第64条 略 

2 略 2 略 

(1) から(7) 略 (1)から(7) 略 

(8)次条において準用する第39条第2項に規定

する報告、評価、要望、助言等の記録 

(8)第62条第2項に規定する報告、評価、要望、

助言等の記録 

(準用) (準用) 

第65条 第11条から第15条まで、第21条、第

23条、第24条、第26条、第28条、第31条か

ら第36条まで、第37条(第4項を除く。)から

第39条までの規定は、指定介護予防小規模

多機能型居宅介護の事業について準用す

る。この場合において、第11条第1項中「第

27条に規定する運営規程」とあるのは「第

57条に規定する重要事項に関する規程」と、

「介護予防認知症対応型通所介護従業者」

とあるのは「介護予防小規模多機能型居宅

介護従業者」と、第26条第2項中「この節」

とあるのは「第3章第4節」と、第28条第3項

及び第32条中「介護予防認知症対応型通所

介護従業者」とあるのは「介護予防小規模

多機能型居宅介護従業者」と、第39条第1項

中「介護予防認知症対応型通所介護につい

て知見を有する者」とあるのは「介護予防

小規模多機能型居宅介護について知見を有

する者」と、「6月」とあるのは「2月」と、

「活動状況」とあるのは「通いサービス及

び宿泊サービスの提供回数等の活動状況」

と読み替えるものとする。 

第65条 第11条から第15条まで、第21条、第2

3条、第24条、第26条、第28条、第31条から

第36条まで、第37条(第4項を除く。)及び第

38条の規定は、指定介護予防小規模多機能

型居宅介護の事業について準用する。この

場合において、第11条第1項中「第27条に規

定する運営規程」とあるのは「第57条に規

定する重要事項に関する規程」と、「介護

予防認知症対応型通所介護従業者」とある

のは「介護予防小規模多機能型居宅介護従

業者」と、第26条第2項中「この節」とある

のは「第3章第4節」と、第28条第3項及び第

32条中「介護予防認知症対応型通所介護従

業者」とあるのは「介護予防小規模多機能

型居宅介護従業者」と読み替えるものとす

る。 

第5節 略 第5節 略 

   第4章 略    第4章 略 

    第1節 略     第1節 略 

第2節 人員に関する基準 第2節 人員に関する基準 
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(従業者の員数) (従業者の員数) 

第71条 指定介護予防認知症対応型共同生活

介護の事業を行う者(以下「指定介護予防認

知症対応型共同生活介護事業者」という。)

が当該事業を行う事業所(以下「指定介護予

防認知症対応型共同生活介護事業所」とい

う。)ごとに置くべき指定介護予防認知症対

応型共同生活介護の提供に当たる従業者

(以下「介護従業者」という。)の員数は、

当該事業所を構成する共同生活住居ごと

に、夜間及び深夜の時間帯以外の時間帯に

指定介護予防認知症対応型共同生活介護の

提供に当たる介護従業者を常勤換算方法

で、当該共同生活住居の利用者(当該指定介

護予防認知症対応型共同生活介護事業者が

指定認知症対応型共同生活介護事業者(指

定地域密着型サービス基準条例第132条第1

項に規定する指定認知症対応型共同生活介

護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せ

て受け、かつ、指定介護予防認知症対応型

共同生活介護の事業と指定認知症対応型共

同生活介護(指定地域密着型サービス基準

条例第131条に規定する指定認知症対応型

共同生活介護をいう。以下同じ。)の事業と

が同一の事業所において一体的に運営され

ている場合にあっては、当該事業所におけ

る指定介護予防認知症対応型共同生活介護

又は指定認知症対応型共同生活介護の利用

者。以下この条及び第74条において同じ。)

の数が3又はその端数を増すごとに1以上と

するほか、夜間及び深夜の時間帯を通じて1

以上の介護従業者に夜間及び深夜の勤務

(夜間及び深夜の時間帯に行われる勤務(宿

直勤務を除く。)をいう。)を行わせるため

に必要な数以上とする。 

第71条 指定介護予防認知症対応型共同生活

介護の事業を行う者(以下「指定介護予防認

知症対応型共同生活介護事業者」という。)

が当該事業を行う事業所(以下「指定介護予

防認知症対応型共同生活介護事業所」とい

う。)ごとに置くべき指定介護予防認知症対

応型共同生活介護の提供に当たる従業者

(以下「介護従業者」という。)の員数は、

当該事業所を構成する共同生活住居ごと

に、夜間及び深夜の時間帯以外の時間帯に

指定介護予防認知症対応型共同生活介護の

提供に当たる介護従業者を常勤換算方法

で、当該共同生活住居の利用者(当該指定介

護予防認知症対応型共同生活介護事業者が

指定認知症対応型共同生活介護事業者(指

定地域密着型サービス基準条例第110条第1

項に規定する指定認知症対応型共同生活介

護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せ

て受け、かつ、指定介護予防認知症対応型

共同生活介護の事業と指定認知症対応型共

同生活介護(指定地域密着型サービス基準

条例第109条に規定する指定認知症対応型

共同生活介護をいう。以下同じ。)の事業と

が同一の事業所において一体的に運営され

ている場合にあっては、当該事業所におけ

る指定介護予防認知症対応型共同生活介護

又は指定認知症対応型共同生活介護の利用

者。以下この条及び第74条において同じ。)

の数が3又はその端数を増すごとに1以上と

するほか、夜間及び深夜の時間帯を通じて1

以上の介護従業者に夜間及び深夜の勤務

(夜間及び深夜の時間帯に行われる勤務(宿

直勤務を除く。)をいう。)を行わせるため

に必要な数以上とする。 

2及び3 略 2及び3 略 

4 指定介護予防認知症対応型共同生活介護 4 指定介護予防認知症対応型共同生活介護
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事業所に、指定小規模多機能型居宅介護事

業所が併設されている場合において、前各

項に定める員数を満たす介護従業者を置く

ほか、指定地域密着型サービス基準条例第1

04条に規定する指定小規模多機能型居宅介

護事業所の人員に関する基準を満たす小規

模多機能型居宅介護従業者を置いていると

きは、当該介護従業者は、当該小規模多機

能型居宅介護事業所の職務に従事すること

ができる。 

事業所に、指定小規模多機能型居宅介護事

業所が併設されている場合において、前各

項に定める員数を満たす介護従業者を置く

ほか、指定地域密着型サービス基準条例第8

2条に規定する指定小規模多機能型居宅介

護事業所の人員に関する基準を満たす小規

模多機能型居宅介護従業者を置いていると

きは、当該介護従業者は、当該小規模多機

能型居宅介護事業所の職務に従事すること

ができる。 

5から9 略 5から9 略 

10 指定介護予防認知症対応型共同生活介護

事業者が指定認知症対応型共同生活介護事

業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護

予防認知症対応型共同生活介護の事業と指

定認知症対応型共同生活介護の事業とが同

一の事業所において一体的に運営されてい

る場合については、指定地域密着型サービ

ス基準条例第132条第1項から第9項までに

規定する人員に関する基準を満たすことを

もって、前各項に規定する基準を満たして

いるものとみなすことができる。 

10 指定介護予防認知症対応型共同生活介護

事業者が指定認知症対応型共同生活介護事

業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護

予防認知症対応型共同生活介護の事業と指

定認知症対応型共同生活介護の事業とが同

一の事業所において一体的に運営されてい

る場合については、指定地域密着型サービ

ス基準条例第110条第1項から第9項までに

規定する人員に関する基準を満たすことを

もって、前各項に規定する基準を満たして

いるものとみなすことができる。 

第72条及び第73条 略 第72条及び第73条 略 

    第3節 略     第3節 略 

第74条 略 第74条 略 

2から6 略 2から6 略 

7 指定介護予防認知症対応型共同生活介護

事業者が指定認知症対応型共同生活介護事

業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護

予防認知症対応型共同生活介護の事業と指

定認知症対応型共同生活介護の事業とが同

一の事業所において一体的に運営されてい

る場合については、指定地域密着型サービ

ス基準条例第135条第1項から第6項までに

規定する設備に関する基準を満たすことを

もって、前各項に規定する基準を満たして

いるものとみなすことができる。 

7 指定介護予防認知症対応型共同生活介護

事業者が指定認知症対応型共同生活介護事

業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護

予防認知症対応型共同生活介護の事業と指

定認知症対応型共同生活介護の事業とが同

一の事業所において一体的に運営されてい

る場合については、指定地域密着型サービ

ス基準条例第113条第1項から第6項までに

規定する設備に関する基準を満たすことを

もって、前各項に規定する基準を満たして

いるものとみなすことができる。 
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    第4節 略 第4節 略 

第75条から第84条 略 第75条から第84条 略 

(記録の整備) (記録の整備) 

第85条 略 第85条 略 

2 略 2 略 

(1) から(6) 略 (1)から(6) 略 

(7)次条において準用する第39条第2項に規定

する報告、評価、要望、助言等の記録 

(7)次条において準用する第62条第2項に規定

する報告、評価、要望、助言等の記録 

(準用) (準用) 

第86条 第11条、第12条、第14条、第15条、

第23条、第24条、第26条、第31条から第34

条まで、第36条、第37条(第4項を除く。)、

第38条、第39条、第56条、第59条及び第61

条の規定は、指定介護予防認知症対応型共

同生活介護の事業について準用する。この

場合において、第11条第1項中「第27条に規

定する運営規程」とあるのは「第80条に規

定する重要事項に関する規程」と、「介護

予防認知症対応型通所介護従業者」とある

のは「介護従業者」と、第26条第2項中「こ

の節」とあるのは「第4章第4節」と、第32

条中「介護予防認知症対応型通所介護従業

者」とあるのは「介護従業者」と、第39条

第1項中「介護予防認知症対応型通所介護に

ついて知見を有する者」とあるのは「介護

予防認知症対応型共同生活介護について知

見を有する者」と、「6月」とあるのは「2

月」と、第56条中「介護予防小規模多機能

型居宅介護従業者」とあるのは「介護従業

者」と、第59号中「指定介護予防小規模多

機能型居宅介護事業者」とあるのは「指定

介護予防認知症対応型共同生活介護事業

者」   と読み替えるものとする。 

第86条 第11条、第12条、第14条、第15条、

第23条、第24条、第26条、第31条から第34

条まで、第36条、第37条(第4項を除く。)、

第38条   、第56条、第59条、第61条及

び第62条の規定は、指定介護予防認知症対

応型共同生活介護の事業について準用す

る。この場合において、第11条第1項中「第

27条に規定する運営規程」とあるのは「第8

0条に規定する重要事項に関する規程」と、

「介護予防認知症対応型通所介護従業者」

とあるのは「介護従業者」と、第26条第2項

中「この節」とあるのは「第4章第4節」と、

第32条中「介護予防認知症対応型通所介護

従業者」とあるのは「介護従業者」と、 

  第56条中「介護予防小規模多機能型居

宅介護従業者」とあるのは「介護従業者」

と、第59条中「指定介護予防小規模多機能

型居宅介護事業者」とあるのは「指定介護

予防認知症対応型共同生活介護事業者」と、

第62条第1項中「介護予防小規模多機能型居

宅介護について知見を有する者」とあるの

は「介護予防認知症対応型共同生活介護に

ついて知見を有する者」と、「通いサービ

ス及び宿泊サービスの提供回数等の活動状

況」とあるのは「活動状況」と読み替える

ものとする。 

    第5節 略 第5節 略 
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   附 則  

 この条例は、平成28年4月1日から施行する。  

  


